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令和４年度第１回伊賀市国民健康保険運営協議会議事録 

 

【開 催 日】令和４年８月１８日（木） 

午後１時３０～  

【開催場所】ハイトピア伊賀 ５階 学習室１ 

        

（事務局） 

 失礼いたします。定刻となりましたので、ただ今から、令和４年度第１回国民健康保

険運営協議会を開催させていただきます。 

本日の会議ですが、過半数の委員の出席があり、各号に定める委員お一人以上が出席

されておりますので、運営協議会規則第６条に基づき、会議が成立しておりますことを

報告いたします。 

それでは、まず、４名の委員様に交代がありましたので、ご紹介させていただきます。 

 

（事務局から紹介） 

  

なお、委員様の名簿については、本日、配布させていただいておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、会議の冒頭にあたり、市長からご挨拶を申し上げます。 

 

（市長） 

委員の皆さんこんにちは。 

昨日は警報が出るような雨で心配いたしましたが、幸いにも今日は天気が回復し、逆に

暑くなりまして、熱中症とかが心配されます。コロナ禍の中でございますが、お集りい

ただきましてお礼申し上げます。 

本日は、令和４年度第１回国民健康保険運営協議会にご出席いただき、誠にありがとう

ございます。 

また、日頃は市政全般に対し、ご理解とご協力をいただいておりますことに、厚くお

礼を申し上げます。 

事務局から説明いたしましたように、この度、４名の委員が交代されました。就任を

快くご承諾いただき、ありがとうございました。 

さて、収束の見えない新型コロナウイルス感染症ですが、市民の皆さんが、その感染

を心配して医療機関の受診を控えてきた傾向は、徐々に緩んできており、全国的に医療

費の額は増加しつつあります。本市でも、令和２年度に比べ令和３年度は、国保の加入

者数が減少したにも関わらず、保険給付費は増加しました。今後も、この状況は続いて

いくものと見込んでいます。 

国保会計の令和３年度決算を見ますと、事業勘定では、歳入から歳出を差し引いて、

１，４００万円余りを繰越すこととなりました。令和３年度は、２か年計画で国保税率

を上げた１年目にあたり、歳入を確保できたことにより、繰越すことができたと考えて

います。 
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また、保健事業では、生活習慣病を早期に発見し、医療費の減少につなげるための特

定健診が、７月から受付を開始しました。国保の皆さんには、自己負担金を無料にして

おり、昨年度からは、後期高齢者の皆さんも、自己負担金を無料にさせていただいたと

ころです。併せて、簡易人間ドックや脳ドックも６月から実施しているところです。 

人生１００年時代に向け、生活習慣病が発症から重症化へと進行することを防ぐこと

で、健康寿命を永く維持できれば、医療費の抑制、ひいては国保事業の安定にもつなが

ります。今後とも、委員の皆さんのご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

 この後、事項書にもありますように、国保事業特別会計の令和３年度決算と令和４年

度補正予算、また、保健事業などについてご審議をいただくことになっています。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。市長は、この後、別の公務がありますので、ここで退席さ

せていただきます。 

 

 では、議事に移らせていただきますが、運営協議会規則第５条では、協議会の議長は、

会長が当たると規定しておりますので、以降の進行につきまして、佐治会長様にお願い

したいと存じます。 

 

（会長） 

会長の佐治でございます。委員の皆さん、本日はお忙しい中、ご出席いただきありが

とうございます。また、新しく委員に就任いただいた４名の方には、今後ともよろしく

お願いいたします。 

さて、今年の夏は、各地で記録的な暑さが報告されました。また、線状降水帯の発生

により豪雨をもたらした地域では、浸水や土砂災害の被害が報道されています。これか

ら、本格的な台風シーズンを迎えるとともに、まだまだ暑い日もあることと思いますが、

委員の皆さまには、十分ご自愛くださいますようお願いします。 

それでは、事項書に基づき会議を進めさせていただきます。 

初めに議事録署名人の選出について、規則に基づき、私から指名させていただきたい

と思います。 

今回は、公益を代表する委員の田邊さんにお願いします。 

なお、議事録作成のため、ご発言等を録音させていただきますので、よろしくお願い

します。 

では議事の１番、令和３年度国保事業特別会計決算見込みについて事務局から説明を

お願いします。 

 

（事務局） 

失礼いたします。説明の前に、資料のご確認をお願いします。 

資料はあらかじめ送付させていただいておりますが、本日、資料の足りない方はいらっ

しゃいますでしょうか。 
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それでは、説明に入らせていただきます。座って失礼いたします。  

令和３年度国民健保険事業特別会計（事業勘定）決算見込について、資料１をご覧い

ただきたいと思います。 

令和３年度の国民健康保険事業特別会計決算につきましては、先月に監査委員に決算

審査を受け、来月の９月定例会において審議されることになっていますので、その数値

を決算見込みとして説明をさせていただきます。まずは、事業勘定の決算見込みについ

て説明させていただきます。 

まず歳出から説明しますので、２ページをご覧ください。 

第１款 総務費では、１億２，４１６万８，３０３円支出しております。詳細につい

ては説明欄のとおりで、職員人件費は一般職員１０人分７，００６万１，４６１円、一

般管理費では、保険証の印刷・発送などの費用３，５５９万２，９２１円を支出してい

ます。一般管理にかかる会計年度任用職員人件費として８２６万２，２００円、以下、

連合会負担金、納付書発送等のための賦課徴収費、賦課徴収にかかる会計年度任用職員

人件費など説明欄に記載のとおりです。 

第２款 保険給付費では、６３億２，８０５万２，０２０円を支出いたしました。こ

の中で、一番下の欄の傷病手当金は令和２年度からのもので、新型コロナウイルス感染

症の拡大に伴い、国民健康保険被保険者の方が感染、または感染が疑われたことにより、

仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくな

った場合に支給するものです。令和３年度には９件の申請があり、３９万１，９３０円

を支出しています。 

この保険給付費は歳出全体の７１．５４％を 占めています。前年度と比べますと、 

２，６３２万８，９５５円の増です。率にしますと約０．４％の増となっています。 

第３款 国民健康保険事業納付金では、２２億４，９７１万３，３６１円を支出してい

ます。県が市町に対し、保険給付費等交付金を交付するため、市町が、国保税などを財

源に県に納付するものです。 

第４款 保健事業費は９，０７５万９，６７５円で、特定健康診査等事業費では６，５

１０万６，５７１円、また、脳ドックや簡易人間ドックなどを行う保健衛生普及費では

２，５６５万３，１０４円を支出しています。 

第５款 公債費は支出がありません。 

第６款 諸支出金では５，２６２万７，０００円を支出しています。内訳は、一般被

保険者保険税還付金８９４万７，５００円、償還金４，３６７万９，５００円です。 

第７款 予備費では予算額５００万円に対して、全額不要となっています。 

これらの歳出合計は、８８億４，５３２万３５９円です。前年度と比べ１，１２５万９，

８３８円の増となっています。 

次に歳入について説明しますので、１ページをご覧ください。 

第１款 国民健康保険税は１６億３，５１４万６，４２２円で、詳細は右の説明欄に

記載のとおりです。かっこ内の数字は前年度の収納率です。 

第２款 使用料及び手数料では、７０万６，３９６円を収入しています。 

第３款 「県支出金」、６５億９００万４，１２２円は、県から市に対して保険給付

費、財政調整分として交付されるものです。「特定健康診査等負担金」は、特定健康診
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査等に係る負担金で補助率は３分の２です。「保険給付費等交付金」は、納付金や公費

等を併せて保険給付に充てるための財源として、県から市に対し交付されるもので、安

定した保険給付を担保するものです。その内「普通交付金」は、市の保険給付の実績に

応じ、同額が県から交付され、歳出の保険給付費の内、審査支払手数料、出産育児一時

金及び葬祭費を除いた額と、基本的に一致するものです。また「特別交付金」は、市町

個別の事情に応じた財政調整のため、特定健診受診率や国保税収納率の向上など、保険

者努力支援制度での指標の成果を基に、交付されるものです。 

第４款 財産収入は１４万５，７９０円で、３つの基金から生じた利子収入です。 

第５款 繰入金では一般会計繰入金で６億４，９０６万８，８８０円を収入していま

す。内訳は説明欄に記載のとおりです。 

第６款 繰越金は３，５６３万２，１７５円で、令和２年度からの剰余金です。 

第７款 諸収入は２，４７５万４，７２１円です。主なものとして滞納保険税に係る

延滞金、そのほか第三者行為により支出した医療費を国保連合会に求償依頼し返還され

たものです。 

第８款 国庫支出金は５０１万７，０００円です。 

以上、歳入合計は８８億５，９４７万５，５０６円で、歳入歳出差引は、２ページ下

の枠に記載しています１，４１５万５，１４７円を令和４年度会計に全額繰越します。 

以上、令和３年度国民健康保険事業特別会計（事業勘定）決算見込の説明を終わらせ

ていただきます。 

続きまして、令和３年度（直営診療施設勘定・診療所費）決算見込みについて、資料

２をご覧ください。 

診療所の決算見込みを説明させていただきます。 

まず、２ページの歳出を説明させていただきます。 

第１款 総務費は４，７２６万５，４５０円で、一般管理費では４，７１９万３，４

５０円を支出しています。内訳は、職員人件費と施設を維持管理する費用の支出です。 

第２款 医業費では、２，４９４万４，２４１円を支出しています。医療用機械器具に

係る費用や衛生材料等の費用を支出していますが、大部分が医薬品等購入のための医薬

品衛生材料費になっています。 

第３款 公債費は、山田診療所の起債に係る償還金と元金の合計１９７万７，２７４

円です。これにつきましては令和４年度で終了です。 

第４款 予備費は、支出がありません。 

第５款 前年度繰上充用金では、前年度にあたる２年度決算で１億３，３４２万１，

９００円の赤字が見込まれたため、相当額を支出しています。 

これらの歳出合計は２億７６０万８，８６５円で、前年度と比べ１，１２０万８，７

７７円の増となっています。 

次に、歳入を説明しますので、１ページをご覧ください。 

診療所の収入というのは主に「診療収入」ですが、それ以外では診断書や医師の意見

書などの文書料、あとは医療材料の売払代金などがあります。 
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第１款 診療収入は、それぞれの診療収入等を合わせ５，６８３万５，３５９円です。

後期高齢者診療報酬収入の割合が高く、診療収入の約４９．７パーセントを占めていま

す。 

第２款 使用料及び手数料では、２２万６，９００円を収入しています。 

第３款 繰入金は９９２万７，２７４円で、へき地診療所運営補助金と交際費の繰入

れを行いました。 

第４款 繰越金は、収入がありません。 

第５款 諸収入は４万６，８９４円で、医療材料売払代金等です。 

以上、歳入合計は６，７０３万６，４２７円です。 

歳入歳出差引は、２ページ下の枠に記載していますマイナス１億４，０５７万２，４

３８円となっています。 

以上で、令和３年度国民健康保険事業特別会計決算見込みの説明とさせていただきま

す。 

 

（会長） 

説明が終わりました。この決算につきまして、ご質問・ご意見等ございませんか。 

 

（委員） 

 まず事業勘定の差し引きに関してですが、現在の基金はどのぐらいあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 基金は、現時点でおおよそ４，０００万円あります。 

 

（委員）市のホームページで勉強させていただいたのですが、平成元年の時点で、１億

８，３００万ほど、今現在４，０００万という事で、基金が減ってきていて、国保の財

政が大変になるという事で、保険税の税率を今年から上げたのでしょうか。保険証を送

っていただいた時に、令和４年度から税率が変わりますとチラシが入っていたのですが、

一度に上げるのは大変なので、段階的に上げると議事録で確認しました。何年度から何

年度で保険税率を上げる予定なのか教えていただけたらと思います。  

 

（事務局） 

 保険税はこの令和３年度から上げさせていただいておりまして、この決算は上げた一

年目のものになります。令和４年度が２年目という事で、２か年計画で上げさせていた

だきました。 

コロナ渦にありまして、目指す額にいきなり上げてしまうのは負担が大きいという中で、

一年目にまずは目指すところの半分の率にさせていただいて、令和４年度については、

目指すところの数字に引き上げるという事で、２か年計画でさせていただきました。令

和 3 年度に１，４００万円余りを繰り越すことが出来ましたが、国保税を半分でも上げ

させて頂いたので繰り越すことができたと考えております。 
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（委員） 

 令和４年度の決算見込みはまだまだ立たないと思いますが、それで基金がどのくらい

残るかという計算はされているのでしょうか。 

 

（事務局） 

 令和３年度は基金を投入しておりませんので、令和３年度当初にあった４，０００万

円余りの基金については、そのまま残させていただいています。ただ、この令和４年度

を運営するにあたり、もし歳入よりも歳出の方が多くなりそうであれば、４，０００万

円の基金から繰り入れて、なんとか会計を運営していく事となります。税を上げさせて

いただくことで、基金をそのまま置いておいて大丈夫という事であれば、４，０００万

円を残したまま次の年へ持ち越すという事になります。 

 

（委員） 

 また医療費が伸びたら、令和５年度・６年度に税率がアップするかもしれないという

事ですね。 

 

（事務局）過去は、伊賀市が単独で保険者であった時は、被保険者の方の医療費を、伊

賀市の国保会計から支払っていたわけですけれども、今は平成３０年度から県が共同保

険者という形になりました。資料の歳入の第３款の県支出金の、真ん中の欄ですが、保

険給付費等交付金（普通交付金）とありますが、これは県から伊賀市に入ってくるお金

です。伊賀市でかかった医療費については県から出すことになっていまして、出産育児

一時金や葬祭費や審査支払手数料を除いた残りの保険給付費は、基本的に県が持つこと

になっています。かかった分については県からもらえるのですが、ただ、県内の皆さん

に、医療費がどんどんかかり出すと、県も市町への割当が上がるので、国保税に間接的

に反映されてくる事となります。 

 

（委員） 

 ありがとうございます。 

 もう一ついいですか？資料２と３の、直営診療施設勘定診療所費の決算見込みについ

てですが、この診療所というのは何か所あって、どことどこにあるのかを教えていただ

きたいのですが。 

 

（事務局） 

 はい。本日お配りさせていただいた名簿に、診療所あり方検討委員会という運営協議

会で設置されている専門部会があり、その下の部分に、現在、２つの診療所がございま

す。以前は３つ、青山の霧生診療所がありましたが、令和２年度をもって閉院となりま

した。現在は２か所ですが、山田診療所は、平成２９年度から休診しており、実際開業

しているのは阿波診療所のみとなります。 

 

（委員） 
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 ありがとうございます。それで、収入が６，７００万円で支出が２億７００万円と３

分の２程赤字なのですけど、その部分は市の税金と国保税とかで補填されているという

事ですか。 

 

（事務局） 

 この歳出を見ていただきますと、２億７６０万円余りという歳出はありますが、その

額の上、第５款に、前年度繰上充用金という欄があって、１億３，０００万円余りの金

額が示されています。これは、この額があるために、歳出が膨れ上がっているという事

で、それ以外の総務費や医療費は、足しても７，０００万余りという事になるわけです

が、そこに繰上充用金が足されることによって、２億円という歳出になるわけです。実

際かかっているのは、繰上充用金を除いた分が歳出としてかかっております。 

 この繰上充用金というのは、毎年赤字が出て参りまして、その赤字を年々積み上げた

額という事で、実際１年間でこれだけの赤字が出たという事ではありせん。会計上、歳

出額が歳入額を上回ってしまった場合に、繰上充用という制度がありまして、会計を合

わしています。それが年々、足されてきて現在１億３，０００万円余りの金額を計上し

ているわけです。過去には国保の診療所が、今よりも多くありました。そんな中で金額

が積みあがってきているわけですが、純粋な赤字額というのは、７００万円から８００

万円ほどとなります。この直営診療施設勘定が続く限り、この運用をしていますので繰

上充用金が年々増えていくという事になります。 

 

（委員） 

でも赤字があるということには変わりがないという事ですね。 

 

（事務局） 

 そうです。単年度を見てみても赤字となっております。 

 歳入の欄を見ていただきますと、第３款の繰入金というのがあるのですが、へき地診

療所運営補助金７９５万円というのが書かれています。これはへき地診療所については

赤字の半分を補助金としてもらえるというようになっておりますので、だいたい同じ額

が赤字として残ったという事になります。 

 

（委員） 

 ありがとうございます。その診療所をどうするかという事で、この専門部会が設けら

れているという事なのですね。 

 

（事務局） 

 はい。度々開催させてもらっているわけではありませんが、この診療所に関して協議

をしていただきたい事ができました時に、開いています。近年では令和２年度に 

霧生診療所に関する協議をいただくため開催させていただきました。 

 

（委員） 
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 なるべく赤字が出ないようにいろいろ検討していただけたらと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

 

（会長） 

ありがとうございます。他によろしいでしょうか。 

続きまして議事の２番、令和４年度国保事業特別会計補正予算について説明をお願い

します。 

 

（事務局） 

続いて令和４年度国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）補正予算 

第１号について説明しますので、資料３をご覧ください。なお、この補正予算ですが、

令和３年度直営診療施設勘定・診療所費の決算が、赤字のため、 前年度繰上充用金の

科目の新設を主な内容とし、専決処分の後、６月定例会で承認を受け、議決済ですので、

委員の皆さまには報告という形で説明させていただきます。なお、補正予算のため、単

位は千円としています。 

まず、１ページですが、歳入の第１款診療収入では、後期高齢者診療報酬収入     

１億４，０５０万３千円を増額しています。 

第４款 繰越金では、令和３年度が赤字のため予算額３万円を全額減額し、０円とし

ています。 

    次に２ページをご覧ください。 

歳出の第４款予備費では予算額１０万円を０円に減額しています。 

先ほどの説明のとおり、第５款前年度繰上充用金の科目を新設し、予算額を３年度赤字

相当額１億４，０５７万３千円を増額しています。 

従いまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４，０４７万３千円を追加し、

補正後の額を２億２，５００万１千円としています 

以上で、令和４年度国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）補正予算

（第１号）の説明を終わらせていただきます。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。ただいまの補正予算についてご質問・ご意見等ございませ

んか。 

 

（委員） 

 先ほど説明していただいた繰上充用金を乗せるために、収入のところで、後期高齢者

の診療報酬を同額程度補正するという事でよろしいでしょうか。 

 

（事務局）そうです。先ほど申し上げました７００万円ほどが単年度で赤字となりまし

た。昨年の繰上充用金に約７００万円を加えて、約１億４，０００万円の繰上充用金と

なりました。 
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（会長） 

続きまして議事の３番、保健事業について説明をお願いします。 

 

（事務局） 

伊賀市国民健康保険の保健事業についてご報告申し上げます。 

 

資料４をご覧ください。 

広報いが 4月号にて脳ドック及び簡易人間ドックの募集を行ったところ、脳ドックでは

定員４２０人に対し４２３人の応募がありました。簡易人間ドックでは、定員６１０人

に対し５５４人の応募がありました。 

例年、脳ドックの受診希望者は多数となり、抽選により当選者された方が受診されてい

ましたが、今年度は募集の締切時点では、定員を超えたものの、応募要件を満たしてい

ないものが数件あり、抽選に至りませんでした。 

  

簡易人間ドックについては、募集の締め切り時点で応募者数４７７人、極端に少数で

あったため、締め切りを６月１５日まで延長し、広報いが、文字放送、ウィークリー伊

賀市、Facebookにて、再募集を行いました。結果、７７名の応募があり、定員には達し

なかったものの、応募者全員に受診していただける状態で締め切りさせていただきまし

た。 

前年度は、新型コロナウイルスの影響で、胃カメラについては中止となっていました

が、今年度は、医師会と協議の結果実施することとなり、伊賀・名賀医師会会員医療機

関のご協力を得て、１４医療機関のうち８医療機関で受診可能と案内させていただいて

おります。 

また、人間ドックでの胃内視鏡検査についても、伊賀医師会と市内医療機関及び消化

器内科専門医のご協力を得て、伊賀市がん検診実施主管課である健康推進課と連携して

二重読影体制を構築し、R4年７月から実施しています。これは、検診精度の向上により

胃がんの早期発見による市民の健康保持を図ることを目的としています。 

 

次に特定健康診査でございますが、対象が４０歳から７４歳の方で、５月１６日現在、

１万４０７９人の方を対象といたしまして、６月２３日に受診券を送付いたしました。

５月１７日以降、新規加入による新たな対象者につきましては、月遅れではありますが、

順次受診券を発送しております。 

なお、受診期間は７月１日から１１月３０日までで、今年度は集団健診を市内５か所

で実施予定です。すでに７月３０日土曜日にゆめぽりすセンターにて初回実施済みで、

５５名の受診がありました。１０月にゆめぽりすセンター及び青山福祉センターの２回、

１１月にゆめぽりすセンター、伊賀市役所、いがまち保健福祉センター、阿山支所など

で５回実施する予定です。 

自己負担額については例年どおり無料としています。 
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また受診促進のための啓発として、広報いが６月号への掲載をはじめ、Facebookへの

掲載、７月に行政情報番組「ウィークリー伊賀市」での特集番組を放送し、８月１５日

から２２日まで、受診勧奨・早期受診案内として３分半ほどの内容で放送中です。 

９月１日から一週間、文字放送も行う予定です。 

その他、９月下旬に、未受診者勧奨はがきを送付する予定です。 

続きまして、資料５をご覧ください。 

これは、三重県より提供された、市町国保の令和３年度医療費分析事業の分析結果報告

です。 

県内の医療費適正化の推進と、健康寿命の延伸に向けて、市町の実態に即した健康課題

を抽出し、市町が取り組むべき保健事業について助言等を行うために、令和２年度のレ

セプトデータや特定健診データをもとに分析されたものです。 

１ページから９ページにかけては、伊賀市の現況とあり、国保の被保険者構成や一人当

たりの医療費等の状況が記載されています。 

２ページをご覧ください。 

特定健診の受診率としては、４０．３％で県全体の４２．０％と比較して低くなってい

ます。 

受診率が最も高い年齢層としては、男女ともに７０歳から７４歳であり、最も低い年齢

層は４０歳から４４歳です。年齢があがるにつれ、受診率も高くなっています。 

水色の欄の一番下に記載のある「受診勧奨者」のうち、医療機関への受診率が４９．２%

あり、医療機関への受診はするものの、健診は受けていないことから、生活習慣病等を

未然に防ぐための予防や健康管理ができていないことがわかります。 

この結果データからみた年齢階層別の受診率については、１１ページに記載されていま

す。 

特定健診受診率が伸びない背景には、普段の生活状況や、現在であればコロナウイルス

等の影響があるとも考えられますが、医療機関を受診していれば、健診を受ける必要が

ないと考えていたり、自らの健康状態に対して無関心である人が多いと考えられます。

医療機関受診者については、かかりつけの先生からの働きかけをお願いしているところ

です。 

自身のリスクに気づき、未然に重症化を予防するように意識を変えていくためにも、若

年層から特定健診受診に関心を持ってもらうための新たな方法を、引き続き検討してい

く必要があります。 

 次に１２ページをご覧ください。 

 表の一番下、黄色の欄ですが、特定健診受診者のうち、全体の４０．８%が肥満のリ

スクを保有しており、三重県全体と比較して１％高くなっています。また、令和２年度

の分析結果が３９．８%でありましたので、１％数値が上がっています。また特定保健

指導の対象になっている可能性が高い、腹囲等のリスク保有者では、赤色の太枠で囲ん

であるように、血糖・脂質・血圧の３つのリスクを保有しているパターンの割合が高く

なっており、リスクを放置すると生活習慣病の重症化のおそれがあるため、早い段階で

の特定保健指導を利用してもらうことが重要です。また、特定保健指導以外の保健指導

や啓発活動においても、血圧に着目したメニューが効果的と考えられます。 
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 続いて１３ページをご覧ください。 

生活習慣病（糖尿病）重症化予防のためのデータです。 

右端の黄色の欄、リスク１～３について、データから人数が割り出され、赤色の数字で

示されています。 

重症化予防を行う上で、人数を考慮し、対策の優先順位を検討する必要があります。 

この数字を見ると、人工透析への移行リスクが大きい人の割合が高いのがわかります。

リスクが大きいにも関わらず、未受診である、或いは治療を中断している人に対し、早

期の段階で受診勧奨を行うことで、重症化を防ぎ、なおかつ医療費の削減につなげてい

くよう対策が必要です。 

 これで資料の説明を終わらせていただきますが、これらの分析結果を参考に、今後も

健康推進課と連携しながら、特定健診の受診率向上及び保健指導について、効果的な方

法を検討しながらすすめていきたいと思います。 

 以上で、保健事業の報告とさせていただきます。 

 

 

（会長） 

 ありがとうございました。ただいまの件でご質問・ご意見等ございませんか。 

 

（委員） 

 すいません。用語の意味がわからないところがあるのですが、一番最初の１ページの、

伊賀市の現況のところで、平均寿命の項目のところの標準化死亡比と年齢調整死亡率の

意味が分からないので教えていただけますか。 

 

（事務局） 

 はい。国の平均を１００として、この数値が１００以上の場合は、国の平均より率が

高いという風に判断されるということで、伊賀市は１０１や１０４ということで、国よ

り高いということになります。 

あと、年齢調整死亡率ですが、年齢構成の異なる集団について、死亡状況の比較ができ

るように、年齢構成を調整しています。高齢者の多い自治体は、死亡率が高いのは当然

で、若い方が多い少ないにかかわらず、年齢を調整して同じコンディションにした上で

比較するということで、年齢調整死亡率としてあります。 

ただ伊賀市や同規模市町については、なかなか数字が出にくく、国や三重県のレベルで

表示されています。 

 

（委員） 

 資料４の伊賀市の国民健康保険事業の報告なのですが、令和３年度の受診状況の脳ド

ックとか人間ドックというのが、応募者がすごく多くて、定員が少ない。 

結局、最後に受診した人数が３９２人ということで、２０人少しが未受診となっている

と思いますが、この方たちの未受診の理由を追いかけたりとか受診勧奨とかはされてな

いのでしょうか。 
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（事務局） 

 キャンセルを受けた時の内容としては、別のところで受診したとか特定健診に切替え

るとかの理由で、なぜキャンセルですかと深くは聞くことはなく、その後追いかけるよ

うなことはしてないです。 

 

（委員） 

 そうすると応募がすごく多い中で、絶対受けたい人が外れているという事もあり得る

という事ですよね。キャンセル待ちの人に回していくというか、せっかく予算をとって

いるのに、そういう形で、出来るだけたくさん受けられるように。これが簡易人間ドッ

クとかで２００人とかの人数になればそこまでできないのかなと。 

２０人ぐらいの人数ですし、せっかくの脳ドックなので、受けたい人に受けさせてあげ

たらいいのになと感じたもので、どうですか。 

 

（事務局） 

 脳ドックについて抽選の時に、定員が例えば４２０名で抽選する時に、そこにプラス

５０名ほどの待機の方にも順番をつけて抽選してあります。キャンセルに応じて、いか

がですかと連絡をさせていただいて、受診希望の方には受診券を送付させていいただい

ています。例えば、キャンセルを言ってくれたのが遅くなると、キャンセル待ちの方が

特定健診を受けてしまっていてという事もあり、ドックの受診が無理な場合などもあり

ます。できるだけたくさんの希望者の方に受けていただきたいとは考えています。 

 広報等でも、キャンセルの場合は連絡をくださいとお伝えしているのですが、受診券

を受け取って予約をせずに期日が終わってしまうと、こちらも受診していないというこ

とがわからないまま終わってしまうという方もおられますので、欠員が出来てしまうと

いう事も結果的にはなります。 

 

（委員） 

 なんかもったいないですよね。今年私は申し込んだらするっと通ったもので、そんな

に感じていないのですけれど、来月受けるのですが、本当にもったいない話だなと思っ

て。せっかく受けられるのに受けさせてあげたいなと。できたらしつこく受診勧奨をし

てあげてほしいと思います。 

 

（会長） 

 他によろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 資料５ですが、非常に大変なご苦労をしていただいたと思います。その中で最後の１

３ページ。糖尿病だけの生活習慣病の重症化予防というのをだしてくれていますが、 

リスク１からリスク３まで、二百数名いると思いますが、この方達に対する受診勧告と

いうか、特にリスク１の方達には、何か勧奨されてますか。 
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 せっかくここまで出しているのだからもったいないなと思って。 

 

（事務局） 

 この資料は、三重県が作成し市町に提供してくれているものです。 

 伊賀市も、糖尿病性腎症については重症化を防ぐために、健診結果から対象者を通出

して、保健指導という形に結びつけるような形で行っています。 

 このリスク１から３という細かい内容で考えていく必要があるということは、この分

析結果を見て考えているところで、この内容に当てはまるようなやり方を今後考えてい

く必要があると思っています。既存の保健指導の中で、リスク３への対応は始めており

ますし、リスク１や３についても、対策が必要であると考えています。 

 

（委員） 

 はい。よろしくお願いいたします。 

 この分析結果はきたところなのかな。 

 

（事務局） 

 はい。この分析は、健診結果によって三重県が分析して各市町それぞれに配布された

ところです。 

 

（委員） 

 わかりました。今後に期待ですね。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。他によろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 こういう質問がいいかどうかわからないのですが、１４ページのところで、健康リス

クの状況の伊賀市のところで、他の項目と著しく違っているのが、空腹時血糖の HbA1c

のところが異常に伊賀市が低いのですが、これは何かあるのでしょうか。全然わかって

いないので、数字の部分だけの話ですが、ある程度こういうことが起きることなのか特

殊な話なのか。 

 

（事務局） 

 この KDB のデータというのは、特定健診を受診したところからのデータから分析さ

れているものなのですが、伊賀市は、空腹時血糖で検査してもらっておりまして、HbA1c

で検査してもらっているところが少ないのです。一項目でしか検査していないので。医

療機関によっては、HbA1c で検査しているところもあるのですけれども、伊賀市がお願

いをしているのは、空腹時血糖でお願いをしているため、HbA1c の数値が低く表れるの

だと思います。 
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（委員） 

 検査されていないという事ですか。はい。わかりました。 

 もう一つ、今後お願いできるのであれば、令和３年度の分析結果というのを見せてい

ただいたのですが、今までも取り組みをされてですね、もう少し数年分遡って効果と結

果とを注力しているところ。今までもこうやったらどうだろうと、先生方もいろいろお

っしゃっていただいていて、データに出てくると、すごくその結果が出たなとなるので

はないかなと。単年度だけ見ていると、ちょっとわからないところがあるので、全部が

全部無理だとは思いますから、そのポイントとなるような健診とかの効果が大きいもの

で。今までの話の中でも聞かせていただいておりますので、そういったものもあると、

さらに注力するところがどこかと、今後の議論の参考になるだろうと思わせていただき

ましたので、意見させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

 今までデータが少なかったんじゃないかなと。昨年あたりから受診率は増えてきてい

るから。今まで伊賀市も少なかった。２０％あるかどうかだったから。これからに期待

できると思います。 

 

（会長） 

 他によろしいですか。 

最後に事項書の３番、その他について、委員の皆さんから何かございますか。 

 

（会長） 

事務局から何かありませんか。 

 

（事務局） 

 次回の運営協議会ですが、１１月の中旬に開催を予定しています。１２月議会に提案

する内容を中心に、ご協議いただきたいと考えていますが、日程等は改めてご案内させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

（会長） 

それでは、これで会議を終了させていただきます。慎重な審議をありがとうございま

した。 

 


